
 

 

 

 

 

 

 

お申込み・お問合せ 熊本市 文化市民局 人権推進部 男女共同参画課   

〒860-8601 熊本市中央区手取本町１－１  

TEL （096）３２８-２２６２  MAIL danjokyoudou@city.kumamoto.lg.jp 

FAX （096）３５１-２０３０ 

申込書は熊本市のホームページからもダウンロードできます▶ http://www.city.kumamoto.jp/ 

 

職場で 

●ワーク・ライフ・バランス 
（仕事と生活の調和） 

●セクハラのない職場環境 

●男性も女性も活躍できる社会 

●ＬＧＢＴの基礎知識 

新人研修や従業員の勉強会に… 

この他にも様々なテーマ（学習内容）をご用意しています。お気軽にご相談ください。 

 

熊本市では、10 名以上の男女共同参画に関する勉強会や

研修会に講師を派遣します。 

講師への謝礼は原則として市が負担し、学習をお手伝いし

ます。 

テーマ（学習内容）と日時、場所を決めて開催の 2ヶ月前

までにご相談ください。 

弁護士・医師・大学教授・社会保険労務士・カウンセラーなど様々な分野の専門家である講師を派遣します。 

わかりやすく充実した男女共同参画のテーマ（学習内容）をご用意しています。 

 

地域で 

●まちづくりは男女共同参画で！ 

●女性と子どもを暴力から守る 

●地域で支える子育て・介護 

 

町内会やサークルの勉強会に… 

学校で 

●DV・デート DV について 

●スクールセクハラを考える 

●社会人になる前に 

知っておきたい男女共同参画 

 

生徒、教職員の研修や 

保護者の勉強会に… 

学べるテーマ（学習内容）の一例 

 

ご利用対象 
  対象者は熊本市内に在住、通勤、通学している 10人以上で構成された団体・グループ。 

年度（４月１日～翌年３月３１日）に１回のみご利用いただけます。 
※政治・宗教・営利を目的とする場合など、利用できない場合もあります。 

実施時間 
  午前９時から午後９時までの間で２時間以内とさせていただきます。 

会場 
  会場の手配や設営準備などは、主催者側（申込者）で行ってください。 

なお、場所は熊本市内に限らせていただきます。 

費用 
  講師料は原則として市が負担します。 

ただし、会場設営、資料の作成に係る費用は主催者側（申込者）でのご負担となります。 
   ※公的機関における職員研修等への講師派遣のお申込みは、主催者側（申込者）で講師謝礼金のご負担をお願いします。 

※ 詳細はお問合せください。 

 


